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○沖縄振興特別推進交付金による石垣市児童生徒の市外派遣に関する補助金交付要綱 

平成24年10月5日 

教育委員会告示第13号 

改正 平成24年12月3日教委告示第15号 

平成25年3月27日教委告示第5号 

平成25年5月17日教委告示第9号 

平成25年7月29日教委告示第22号 

平成26年4月4日教委告示第3号 

平成27年4月1日教委告示第12号 

平成31年4月26日教委告示第6号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、石垣市内の県立学校、市立小中学校及び私立学校に在籍する児童生徒(以

下「児童生徒」という。)が、学校教育活動又は社会教育活動の一環として、市外及び県外

で開催される運動競技若しくは文化的活動の大会、コンクール、コンテスト(以下「大会等」

という。)に派遣される場合に要する経費(渡航費と輸送費に限る。)及び県選抜選手として市

外で行われる合同練習等に参加する場合に要する経費(渡航費と宿泊費に限る。)に対し、沖

縄振興特別推進交付金により市外派遣に関する補助金が予算措置された年度において、予算

の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

(平26教委告示3・全改、平31教委告示6・一部改正) 

(補助金交付の対象者) 

第2条 補助の対象となるものは、次に該当する者とする。 

(1) 児童生徒及びその指導者等のうち、市外及び県外で開催される大会等に派遣される者で、

補助対象は大会等登録者であること。 

(2) 県代表の選抜選手として市外で行われる合同練習等に参加する児童生徒 

(3) 本市が補助対象としている派遣に係る経費に対し、国、県又はその他自治体から補助を

受けていない者 

(4) その他学校教育活動又は社会教育活動の一環として実施される大会等に出場し、教育長

が特に必要があると認める者 

(平25教委告示9・平25教委告示22・平26教委告示3・一部改正) 

(補助額) 

第3条 補助金の額については、別表のとおりとする。 

(補助金の申請) 
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第4条 補助金の申請等に関する手続は、石垣市補助金等交付規則(平成6年石垣市規則第4号。

以下「規則」という。)に定めるところにより、各小中学校、各県立学校、学校教育団体又

は社会教育団体を通して行うものとする。 

2 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるもののほか、教育委員会が定める期日

までに関係書類を添えて補助金等交付申請書（様式第1号）を提出しなければならない。 

 (平25教委告示5・平26教委告示3・一部改正) 

 (交付の決定) 

第5条 教育委員会は、前条の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が

適正であると認めた団体等に対し、補助金等交付決定通知により通知する。 

 (申請の取下げ) 

第6条 補助金の交付を申請した者は、補助金が不要となった場合、補助金の申請を取下げる

ことができる。 

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はな 

かったものとみなす。 

 (実績報告) 

第7条 補助金の交付を受けた者は、規則に定めるもののほか、教育委員会が定める期日まで

に関係書類を添えて補助金等実績報告書（様式第2号）を提出しなければならない。 

(補助金額の確定) 

第8条 教育委員会は、前条の実績報告の内容を審査し額を確定したときは、補助金等確定通

知により通知する 

(委任) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月31日から適用する。 

附 則(平成24年教委告示第15号) 

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月31日から適用する。 

附 則(平成25年教委告示第5号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成25年教委告示第9号) 

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 

附 則(平成25年教委告示第22号) 
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この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成26年教委告示第3号) 

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。 

附 則(平成27年教委告示第12号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成31年教委告示第6号) 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の沖縄振興特別推進交付金による石垣市児童生徒

の市外派遣に関する補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から施行する。 

別表(第3条関係)  

附 則(令和4年教委告示第  号) 

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 

(平25教委告示5・平25教委告示22・平26教委告示3・平27教委告示12・平31教委告示

6・一部改正) 

 

 

 

項目 内容 

県内 県外 

補助額 渡航費及び宿泊費（県選抜選手のみ）

の実費分、楽器等の輸送にかかる費用

の半額を補助する。ただし、補助限度

額は次のとおりとする。 

渡航費の半額を補助する。ただし、補

助限度額は次のとおりとする。 

補助限度額 渡航費 8,000円(1回派遣あたり) 

宿泊費 4,000円(1泊あたり) 

輸送費 3,000円(1人あたり) 

渡航費(北海道・東北地方以外)  

21,000円(1回派遣あたり) 

渡航費(北海道・東北地方) 

 31,000円(1回派遣あたり) 

補助の制限 市以外の団体からの補助金又は父母会等の活動収益の充当により、自己負担

が発生しない場合は、補助金は交付しない。また、自己負担額が上記の補助

限度額を超えない場合は、自己負担額を上限として補助金を交付するものと

する。 
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